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一

明

治
初
年
御
用
金

の

貢
擦
者

に

つ
い
て

本

庄

榮

治

郎

即

明
治
新
政
府
成
立

の
當
初
、
財
政

は
極
度

の
窮
乏
歌
態

に
在

り

、
洛
中
」洛
外

の
豪
商
官
田農

に
金
穀

の
献
…納
叉
は
貸
與
を
一勧
説

し
、
或

は
大
阪
其
他
近
畿
地
方

の
商
人

の
献
金
又
は
借
入
金
に

よ
っ
て
、
漸
く
當
面

の
急
に
慮
じ
た
も
の
で
あ
σ

、
明
治
元
年

に
は
屡

御
用
金
が
命
ぜ
ら

れ
た
。
こ
の
こ
と
は
私
の
既

に
論
じ

わ

.

た
所

で
あ
る
。
藪

に
は
そ
の
補
講

と
し
て

=

一の
黒
を
摘

記
し

た

い
と
思

ふ
。
.

二

明
治
初
年

の
御
用
金
と
し

て
は
、
會
計
基
立
金
三
百
萬
爾

の

徴
募

が
最
も
大
な
る
も

の
で
あ
ら
う
。
そ
の
調
達
さ
れ
た
實
際

明
治
初
年
御
用
金
の
員
澹
…者
に
つ
い
て

の
額

に
つ
い
て
は
今
猶
之
を
明
か
に
す

る
こ
と
を
得
な

い
が
、

特
に
こ
れ
に
つ
い
て
述

ぶ
べ
き
こ
と
は
、
多
数
町
人

の
少
額
の

資
金
が
集

め
ら

れ
て
み

る
こ
と
こ
れ
で
あ
る
。

勿
論

こ
の
徴
募

に
つ
い
て
は
三
井
其
他

の
富
豪

の
壼

力
少
か

ら
ざ
る
所
で
あ
り
、
そ
れ
等

の
も

の
正
負
…謄
額
の
人
な

る
こ
吉

は
明
か
で
あ
る
が
、
そ

れ
等
少
数

の
富
豪

の
み
に
よ

っ
て
、
こ

の
御
用
金
が
負
旙
せ
ら

れ
た
も

の
で
な
い
こ
と
は
注
意
を
要
す

る
。
三
岡
八
郎

が
大
阪

に
出
張
し
て
先
づ
鴻
池
以
下

の
豪
商
十

五
名
を
説
き

(元
年
二
月
+
三
日
)、

更

に
二
月
十
九

日
に
大
阪

町
人
三
百
二
十

二
人
を
、
翌
二
十
日
に
三
百
二
十
八
人
を
召
出

し
、
基

金
調
達

の
こ
と
を
論
示
し
て
み

る
が
、
こ
れ
に
よ

っ
て

も
多
敏
町
人

の
財
力
を
集
め
ん
と
し
た

こ
と
が
明
か
で
あ
る
。

然
し
大
阪
町
人
何
名
が
幾
何
額

の
醸
出
を
な
し
た
る
か
と

い
ふ

こ
と
は
、
精
確

に
は
未
だ
明
か

で
は
な

い
が
、

「
御
基
金
調
達

元
帳
」

の
大
阪

の
部

に
よ
っ
て
計
算
す
れ
ば
大
艘
次

の
如
き
計

数
を
得

る
。
尤

こ
れ
と
て
も
復
雑
な
附
箋
が
あ
り
、
精
確
な
数

字
を
知

る
た
め
に
は
、
他
の
根
本
史
料
を
照
査
し
て
再
調
を
要

す

る
で
あ
ら
う
が
、
大
髄
の
傾
向
は
之
に
よ
っ
て
も
十
分
知
り

第
三
十
三
巷

二
九

一

第
二
號

=
二
五

1)拙 稿、明治初年 の御用金、明治維新輕濟史研究所牧。



明
治
初
年
御
用
金
の
責
措
者
に
づ
い
て

株
仲
間
及
雨
替
仲
間
の
分

雨

以

上

-

一

千

雨

以

上

五

官

雨

以

上

雨

以

上

爾

未

満

得
る
で
あ
ら
う
@

雨

以

上

五

千

爾

以

上

一

千

爾

以

上

五

百

雨

以

上

四
百
五
十
雨
以
上

匹

百

雨

以

上

口
一
一
白
正
十
一
間
以
上

三

百

雨

以

上

二
百
五
十
爾
以
上

三

百

雨

以

上

百
五
十
雨
以
上

百

爾

以

上

五

十

爾

以

上

五

十

蔚

未

満

ト
h

a
-
民

1耳高官官

人

員
七
六五一

凡
四一七

二」ハ

-
-
a
k
、

一一

J
J
J

六
七

四
八

九
五

一
七
六

三
五
四

五
五
二

一
八
五

一
、
七
ニ
囚O 九

三 七
六ニ

額
爾

E
O
W
0
0
0
 

三
二
、
五
九
三

一
四
九
、
八
0
0

五
五
、
一
O
二

七
、
二
九
四

一
0
・
八
六
五

一一一一、一一一六

二
O
、
升
八
六

一
二
、
八
O
一一一

一
九
、
九
六
九

二
八
、
凶
五
二

四
一
二
一
三
二

三
五
、
O
七=一

五
、
六
二
九

四
八
三
、
一
一
四

金四
0
.
0
0
0

五
三
、
二
三
四

一
九
、
一
四
六

一
七
、
八
八
四

一
、
二
九
四

第
五
一
十
三
巻

九

第
二
競

一一ニ六

言f

一
六
九

一
=
一
一
、
五
五
八

以
上
の
数
字
を
見
る
に
、
個
人
負
携
の
分
に
於
て
は
、
金
額

E

と
し
て
は
五
百
雨
以
上
の
出
金
者
に
よ
っ
て
金
額
の
約
六
割
が

負
指
さ
れ
て
居
る
が
、
人
員
に
於
て
は
、
百
五
十
雨
以
下
の
賀

措
問
者
で
、
締
人
員
の
七
割
三
分
を
占
め
て
居
る
。
之
に
よ
っ
て

見
る
も
如
何
に
多
数
町
人
の
比
較
的
少
額
の
資
金
が
集
め
ら
れ

た
か
を
知
り
得
る
で
あ
ら
う
。

猶
株
仲
間
等
に
封
し
て
多
額
の
負
櫓
を
命
じ
た
も
の
は
寧
ろ

間
四
月
の
大
監
察
使
束
下
費
の
場
合
で
あ
っ
た
が
、
曾
計
基
立

金
の
揚
合
に
も
株
仲
間
が
負
脅
し
て
居
る
こ
と
は
、
前
の
数
字

に
よ
っ
て
明
か
で
あ
る
。

夏
に
堺
に
沿
け
る
曾
計
基
立
金
の
徴
募
を
見
る
に
、
大
韓
同

様
の
こ
B
F
一
を
考
へ
得
る
。
而
し
て
一
御
基
金
調
達
元
帳

1

一
の
数

字
は
突
の
如
く
で
あ
る
。

人

二員

金

宍額
商

雨

以

上

五

百

雨

以

上

回

宵

雨

以

上

三

百

雨

以

上

千

一
、
四
五
O

九
六
O

七
四
O

明治維新経済史研究 375頁以下。
堺市具、第三巻、 785頁。
堺市史、第六巻、 547頁以下。
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二

百

雨

以

上

百

雨

以

上

五

十

雨

以

上

三

十

爾

以

上

二

十

関

以

上

十

雨

以

上こ
の
外
、

四大
四
八

五
七

五
三

三
七
二

五
七
八

堺

酒

誼

仲

間

岸
和
田
沼
諮
仲
間

一
、
二
大
五

回
、
五
一

o

=
一
、
O
六
O

一
、
九
四
八

一
、
一
七
五

回
、
一
一
五

二
一
、
五
二
三

一
、
四
O
O
雨

一
二
五
一
剛

こ
の
揚
合
に
は
百
痢
以
下
殊
に
十
市
乃
五
二
十
荊
の
も
の
が

明
か
で
あ
ら
う
。

甚
だ
多
く
、
零
細
た
る
町
人
の
富
が
集
め
ら
れ
た
こ
と
は
一
一
度

夏
に
明
治
天
皇
の
大
阪
親
祉
の
議
決
せ
ら
る
L
や
、
京
都
及

大
阪
に
於
て
各
五
寓
雨
宛
を
調
達
せ
し
め
て
居
る
。
そ
れ
は
少

数
富
豪
の
負
億
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
主
(
外
に
大
阪
・
堺
・
西

宮
・
伊
丹
・
共
他
揖
津
地
方
の
多
数
者
が
上
納
し
、
こ
の
金
高

十
六
高
七
千
二
百
八
十
七
雨
二
分
に
及
ん
で
居
弓
針
。
今
そ
の
内

需
を
見
る
山
。

個
人
質
権
め
分

明
治
初
年
御
用
金
白
責
措
者
に
う
い
て

千

五

官

爾

二

人

千

爾

六

百

雨

三

人

五

百

雨

三
百
爾
以
上
三
八
人
二
百
雨

七

十

雨

一

人

五

十

爾

外
に
千
雨
西
宮
在
中
。

大
人

八
人一人一人

七
百
商

七

百

雨

一

人

四

育

雨

九

人

百

爾

二

人

計

七

十

二

人

御
用
掛
名
代
取
次

が
あ
り
.
獄
共
他
数
人
若
く
は
数
十
人
連
合
し
て
出
金
せ
る
制
覇

合
が
甚
だ
多
い
。
乙
の
純
計
金
額
と
総
人
口
民
と
を
計
算
す
る
に

か
ら
、

八
百
九
十
一
二
人
に
て
八
高
四
千
O
一
一
一
十
五
聞
を
出
金
し
て
居
る

一
人
平
均
九
十
四
一
期
弧
で
あ
る
。
前
記
の
個
人
負
捨
の

分
に
於
て
は
割
合
に
金
額
が
大
で
あ
り
、
百
雨
以
下
の
者
は
僅

か
に
四
人
を
算
ふ
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
の
人
員
は
七
十
二
人

に
上
っ
て
居
り
、
総
人
員
と
し
て
は
九
百
七
十
人
(
西
宮
在
中
、

J
F御
用
掛
名
代

取
次
を
J

除
〈
)
で
、
約
十
六
高
七
千
雨
を
負
携
し
て
居
る
の
で
あ
る
か

ら
、
少
数
富
豪
の
出
金
の
み
で
は
な
く
、
多
数
の
町
人
の
財
力

を
集
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

得
ざ
る
庭
で
あ
る
。

四

と
の
場
合
に
於
て
も
否
定
し

明
治
新
政
府
の
成
立
は
、
天
下
の
宮
電
所
た
る
大
阪
を
味
方
に

3

と
り
入
れ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
町
人
の
財
力
を
刺

第
三
十
=
一
巻

九

第
二
一
統

七

明治維新経済史閉究 37:2買以下。
金駿出納戸斤御用留(三井文庫所蔵記録)
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明
治
初
年
御
用
金
の
責
携
者
に
つ
い
て

用
し
た
黙
に
在
る
。
そ
れ
に
は
先
づ
三
井
共
他
の
ふ
人
町
人
の
富

を
御
用
金
と
し
て
徴
し
た
揚
合
も
あ
る
が
、
一
気
商
の
富
と
雄
、

何
時
迄
も
政
府
に
定
金
を
提
供
し
得
べ
き
も
の
で
は
た
く
、
申
苧

る
一
般
町
人
の
富
が
考
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ね
。
即
ち
多
数

の
町
人
が
御
用
金
を
負
婚
す
る
に
至
っ
た
こ
と
は
首
然
の
こ
と

で
あ
ら
う
。
初
論
乙
の
揚
合
と
雄
、
富
商
の
諜
力
斡
旋
に
よ
る

所
犬
な
る
こ
と
は
い
ふ
迄
も
な
い
。

問
治
初
年
の
財
政
が
御
川
合
政
策
噸
紙
幣
政
策
。
外
出
同
政
策

に
よ
っ
て
兎
に
も
角
に
も
.
繭
縫
さ
れ
た
こ
と
は
践
に
述
べ
た
如

く
で
あ
る
が
、
そ
の
紙
幣
政
策
た
る
不
換
紙
常
の
流
遁
は
必
十

し
も
容
易
た
ら
や
、
種
々
の
流
遁
策
を
採
用
し
、
惑
に
は
御
用

金
調
達
詮
文
を
引
首
と
し
て
之
を
貸
下
ぐ
る
に
至
っ
た
も
の
で

あ
る
か
ら
、
見
方
に
よ
っ
て
は
、
御
用
金
と
同
ビ
く
多
数
町
人

が
直
援
之
を
負
携
し
た
と
と
ミ
在
る
。
紙
幣
流
通
の
た
め
に
富

豪
の
信
用
が
利
用
さ
れ
た
こ
と
は
、
既
に
幕
末
に
沿
け
る
幕
府

務
行
の
紙
幣
に
つ
い
て
も
見
る
所
で
あ
る
が
、
明
治
政
府
も
ま

た
同
様
で
あ
っ
た
。
然
し
前
述
の
如
き
手
段
に
擦
っ
た
の
で
あ

る
か
ら
、
多
数
町
人
の
財
力
を
直
接
利
用
し
た
も
の
と
も
い
ひ

第
三
十
三
巻

第
二
時
制

一
九
四

一一一一八

得
る
で
あ
ら
う
つ

明
治
維
新
の
鑓
革
に
際
し
て
寅
際
蓮
動
の
表
面
に
立
っ
た
者

は
、
下
級
武
十
一
階
級
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
従
て
町
人
の
祈
動

が
受
動
的
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
む
と
と
が
出
来
な
い
。

然
し
友
が
ら
若
し
町
人
の
財
力
的
後
援
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、

明
治
政
府
は
果
し
て
成
立
し
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
か
。
維
新
の
際

に
沿
け
る
御
用
金
の
調
達
、
共
後
の
紙
僻
川
護
行
、
こ
れ
が
可
能
で

あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
紘
一
欣
の
大
民
主
は
成
就
し
得
た
も
の
で
あ
る
q

さ
れ
ば
維
新
の
際
に
ゐ
け
る
町
人
の
努
力
は
、
た
'
F
一
へ
形
式
上

そ
れ
が
受
動
的
で
あ
っ
た
'
と
し
て
も
、
決
し
て
腕
視
す
可
ら
ざ

る
も
の
で
は
な
い
か
。
而
し
て
そ
の
町
人
の
努
力
怒
る
も
の
は

大
町
人
た
る
二
三
富
豪
の
力
が
指
導
的
の
も
の
で
は
あ
っ
た
ら

う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
の
み
で
は
友
く
、
賓
際
に
於
て
、
多
数
の
一

般
町
人
の
財
力
的
後
援
が
明
治
維
新
を
成
立
せ
し
め
た
も
の
と

い
は
ざ
る
を
得
な
い
。
剖
ち
多
数
者
の
力
が
明
治
政
府
を
成
立

せ
し
め
、
之
を
支
持
し
た
る
も
の
と
解
樺
ず
べ
き
で
あ
ら
う
。

明治維新経済史肝究
同上、 391頁。
同上、 395頁。
拙稿、江戸銀座金札にづいて、経済史明タム第買披。

404頁。7) 
8) 

'1) 
IO) 


